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健康診査のお知らせ健康診査のお知らせ 健康診査のお知らせ健康診査のお知らせ 健康診査のお知らせ 
■ 長寿医療制度（後期高齢者医療制度） 

国民年金だより

　国民年金保険料は、所得税及び住民税等の申告において全額が社会保険料控除（非課税）の対象となります。 
　また、ご自身の保険料だけでなく、配偶者やご家族の保険料を納めた場合も申告することができます。 
　年末調整や確定申告の手続きの際、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する控除証明書（証明内容
は、本年1月1日から9月30日までに納付された国民年金保険料の額と、年内に納付が見込まれる場合の納
付見込額です）又は領収書が必要となりますので、控除証明書又は領収書は大切に保管してください。 

　控除証明書の送付について、国民年金保険料を平成21年1月1日から9月30日までの間に納付された方
は、平成21年11月上旬に送付しております。また、平成21年10月1日から12月31日までの間に今
年はじめて納付された方は、平成22年2月上旬に送付することとしております。 

　なお、お問い合わせは、控除証明書専用ダイヤルまたは社会保険事務所までお願いします。 

【お問い合せ先】　徳島南社会保険事務所　国民年金業務課　TEL 088-652-1511

控除証明書専用ダイヤル 
受付期間　 平成21年11月2日～平成22年3月13日 

受付時間　・月～金曜日　午前8：30～午後5：15 
　　　　　　ただし、月曜日（月曜日が休日の場合は火曜日）は、午後7：00 

　　　　　・第2土曜日　午前9：30～午後4：00 
　　　        11月の第2・4土曜日と翌日曜日は午前9：30～午後4：00 

　　　　　・祝日はご利用いただけません。 

TEL 0570－070－117 
※ 一般電話・公衆電話から、市内通話料金でご利用いただけます。 
※ＩＰ電話等の方は、TEL 03－6700－1130へおかけください。 

◆ 平成21年12月16日（水） 
【由岐公民館】 
　　　午前8時～午前9時 

【日和佐公民館】 
　　　午前10時～午前11時 
 
料　　金 ： 無料 
　　　　　　肺ガン健診は別途200円 
実施機関 ： 徳島県総合健診センター 

◆ 平成21年12月22日（火） 
【日和佐公民館】 
　　　午前8時～午前9時 

【由岐公民館】 
　　　午前10時～午前11時 

保険証と受診券を 
ご持参ください。 


